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本マニュアルは、今後、新型コロナウイルス感染症の状況や、新たに 

得られた知見等を踏まえて、適宜内容の見直し、更新を行います。 
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第１ 避難所の過密防止 

 新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、災害時には、危険な場所にいる

人は避難することが原則です。 

 避難所に多くの人が集まると、密集状態になりやすくクラスターの発生や感染拡

大のおそれも高まります。避難先の分散とともに、避難所に十分なスペースを確

保できるよう努めます。 

 

１ 避難所以外への避難の呼びかけ 

(1) 「避難」とは、「難」を「避」けることであり、安全な場所にいる人まで避難所に

行く必要はありません。安全な地域では、自宅に留まる在宅避難も避難行動の

一つです。 

(2) 避難先は、指定避難所だけではありません。安全な親戚・知人宅に避難すること

も重要な選択肢の一つです。 

(3) 大雨時に在宅避難が可能な地域かどうかを、『市原市防災マップ』や各種ハザー

ドマップで確認しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 災害時の避難先の考え方 
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在宅避難（垂直避難を含む） 

縁故避難（親戚や知人の家など） 

指定避難所への避難 
※「発熱、咳などの症状がある人」や

「濃厚接触者（感染が確認されていない

人）」は専用スペース又は車中避難 

医療機関などの指示による 

自宅などの

場所が安全

な人・世帯 

上記以外の 

人・世帯 

感染が確認されていて入院 

又はホテル等で療養中の人 

避 難 先 

一
時
避
難
場
所 

地震時 

住宅や健康

状態を把握 ホテル避難 

 

車中避難 

 

地域自主避難所（地域により届出済

の私設避難所）への避難 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 在宅避難（垂直避難）、親戚・知人宅、避難所、車中泊、ホテルなど、災害時にと

るべき避難先を事前に確認しておくことが重要です。 
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２ 予備避難所の確保（風水害） 

 多数の避難者によって、早期開設避難所に十分なスペースを確保できない場合は、

予備避難所（学校）を活用できるように準備します。 

 

 

 

地 区 早期開設避難所 予備避難所 

姉  崎 姉崎公民館 姉崎東中学校 
 

 

市  原 八幡公民館 若宮小学校 
 

 

五  井 

国分寺公民館 

千種コミュニティセンター 

勤労会館（youホール） 

国分寺台中学校 

千種中学校 

国分寺台西中学校 

五井小学校 

 

 

三  和 三和コミュニティセンター 光風台小学校 
 

 

市  津 市津公民館 市東中学校 
 

 

辰 巳 台 辰巳公民館 辰巳台東小学校 
 

 

南  総 南総公民館 
南総中学校 

鶴舞小学校 

 

 

加  茂 加茂公民館 加茂学園 
 

 

有  秋 有秋公民館 有秋西小学校 
 

 

ちはら台 ちはら台コミュニティセンター ちはら台西中学校 
 

 

 

※ 予備避難所については、気象状況・災害状況・避難状況等を勘案し開設します。 

 

※ 地震時は、市内全域の指定避難所を開設する予定です。（避難所となる施設が被

災している場合は、避難所として開設しません。） 

 

 

 

 

■ 早期開設避難所・予備避難所 
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３ 感染症対策物資の備蓄 

 従来の備蓄品に加え、新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所運営に必要な 

物資を備蓄します。 

 各備蓄品は順次購入し、早期開設避難所・予備避難所から優先的に備蓄を進めてい

きます。 

 

 

 

NO 備 蓄 品 用  途 

１ 〇マスク 受付時配布用（原則、避難者が持参） 

２ 〇フェイスシールド 受付・専用スペース用（従事者用） 

３ ○メディカルエプロン 受付・専用スペース用（従事者用） 

４ 〇非接触型体温計 問診時検温用（定期検温用は避難者が持参） 

５ アルコール綿 体温計等の消毒用 

６ 〇防護服セット 専用スペース用（従事者用） 

７ ○Ｎ９５マスク 専用スペース用（従事者用） 

８ 〇アルコール消毒液（手指用） 手指消毒用（各入口等に配置） 

９ 〇アルコール消毒液（施設用） 施設消毒用（塩素系漂白剤で代用可能） 

１０ 消毒用ペーパー 施設消毒用 

１２ 〇液体石けん 手指衛生の確保 

１３ 〇使い捨て手袋 手指衛生の確保 

１４ 〇防虫剤 密閉防止対策用 

１５ 血栓防止ソックス 車中泊用 

１６ 〇ブルーシート ゾーニング用 

１７ ワンタッチパーテーション 専用スペース用、飛沫防止用、要配慮者用 

１８ ダンボールベッド 専用スペース用、飛沫防止用、要配慮者用 

１９ ○養生テープ 滞在スペース等の区切り用 

２０ 〇コンテナ（台車付き） 感染症対策用品等の収納用 

２１  自動ラップ式トイレ 専用スペース用 

２２  自動ラップ式トイレ用パイプフレーム 専用スペース用 

２３  トイレ用ワンタッチパーテーション 専用スペース用 

 

※ ○印は、地震時に全ての避難所にも対応できるよう準備します。 

 

 

 

 

■ 感染症対策の備蓄品 
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４ 避難所でのスペースの確保 

(1) 避難所では、体育館のほか、会議室や多目的室、特別教室なども活用して、より

多くのスペースを避難者の特性（要配慮者など）に応じた滞在スペースとして、

利用できるよう施設管理者と事前に協議します。また、過密防止のため、車中避

難も推奨します。 

(2) 滞在スペース内の密集や密接を避けるため、個人又は家族ごとに２ｍ程度（最低

１ｍ）の間隔を確保できるよう避難所内のレイアウトを変更します。また、必要

に応じてパーテーション等を活用できるよう準備します。 

(3) 体調不良者や感染が疑われる避難者（以下、「感染が疑われる避難者等」という。）

のための「専用スペース」を確保します。また、感染の可能性が高い場合や「専

用スペース」が不足する場合には、車中避難の協力をお願いします。 

 

 

５ 滞在スペースでの広い通路の確保 

(1) 滞在スペースでは、人と人の間隔が２ｍとなるよう通路を確保します。 

(2) 避難所が混雑してきたら、使用可能な新しい部屋を滞在スペースとして使用しま

す。多数の避難者がいる場合でも、最低１ｍ程度の間隔を確保できるよう、避難

者にも協力を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 新型コロナウイルス感染症対応時の避難所レイアウト（例） 
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(1) 一般避難者の滞在スペース設営例 

 【目印による滞在スペースの確保】 

 ・メジャーやロープを利用し、等間隔に養生テープ等で目印をつけ、滞在スペース

の間隔を確保します。体育館以外にも、会議室や多目的室、特別教室なども同様

に滞在スペースの間隔を確保することに留意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【ブルーシートやマイルディシートによる設営】 

 ・ブルーシートなどで区画の位置を明示し、隣の区画と２ｍの間隔をとります。 

 ・シートの上に、避難者の占有位置がわかるように、１ｍから２ｍの間隔を空けて

毛布を置きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 滞在スペースの設営例 
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(2) パーテーションを利用した滞在スペース設営例 

 ・パーテーションは数に限りがあるため、①感染が疑われる避難者等の専用スペー

ス、②要配慮者の優先順に、家族単位で使用します。 

 ・通常、会議室や多目的室、特別教室などを利用しますが、使用可能な部屋数によ

っては、下の一例のように体育館内に設営することがあります。 

 

 〔一例〕２ｍ幅の通路を設けて設営（向かい合わせでなければ１ｍ幅でもよい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔一例〕背中合わせで設営 
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第２ 避難所の問診所・受付と避難者名簿の作成 

 

 

 

１ 避難者名簿記入用紙の準備 

 避難者名簿記入用紙を準備し、避難者の情報を記録します。避難所で感染者が発生

した場合の追跡に役立ちますので、あらかじめ印刷し準備しておきます。 

 

２ 避難者名簿の記入 

(1) 全ての避難者に避難者名簿の記入をお願いします。 

(2) 避難者名簿を記入してもらう際に、受付の列が密にならないよう注意します。 

(3) 受付する職員（市職員が不在の場合、施設管理者などが行う場合もあります。）

は、マスク・フェイスシールドを着用してください。 

(4) 避難者名簿は、健康チェックシートと合わせてファイルに保存します。避難所を

閉鎖した後は、危機管理課へ提出してください。 

 

３ 避難者の体調確認 

(1) 避難所の問診所では、保健師（原則として早期開設避難所）又は職員による問診

や「健康チェックシート（問診用）」に基づき、避難者への聞き取りや現在の症状

（熱・咳）など、避難者の健康状態を確認します。（市職員が不在の場合、施設管

理者などが行う場合もあります。） 

(2) 問診所・受付では、避難者の列が密にならないように間隔をあけて並びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左）問診所による健康チェックの様子 （右）受付での避難者名簿記載の様子 

 

● 避難所で感染者が発生した場合に備えて、避難者名簿を必ず作成し、健康チェ

ックシートと合わせてファイルに保存します。 
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■ 避難所における問診所・受付要領（例） 
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第３ 感染が疑われる避難者等の受け入れ対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 避難所の専用スペースの確保の検討 

(1) 感染が疑われる避難者等は、一般の避難者や要支援者とは、空間や動線を分けて

接触を避けます。 

(2) 感染が疑われる避難者等のための「専用スペース」の設置場所や、専用のトイレ・

手洗い場などについて、施設管理者と事前に協議しておきます。 

(3) 感染が疑われる避難者等が多数避難した場合、複数の専用スペースが必要になる

ことがあります。「避難者の滞在スペースと振り分け（例）：１３ページ」を参考

に、次のとおり感染が疑われる避難者等のゾーニングを行います。 

 

  専用スペースＡ…新型コロナウイルスに感染の疑いがある者 

  専用スペースＢ…体調に問題はないが、２週間以内の渡航歴や感染者と濃厚接触

の疑いがある者 

  専用スペースＣ…風邪など感染症以外の体調不良者 

 

 

２ 避難者の体調確認 

(1) 避難所の問診所では、保健師又は職員による問診や「健康チェックシート（問診

用）」に基づき、避難者への聞き取りや現在の症状（熱・咳）など、避難者の健康

状態を確認します。（市職員が不在の場合、施設管理者などが行う場合もありま

す。） 

(2) 問診所・受付では、避難者の列が密にならないように間隔をあけて並びます。 

 

 

 

 

● 感染が疑われる避難者等も、災害から命を守るための避難時は避難所に受け入

れます。 

● 受付前の問診所において避難者の健康状態を確認し、感染が疑われる避難者等

は、自家用車又は専用スペースでの一時避難を行っていただきます。 

● 地震時は、各町会レベルで各町会等の一時避難場所において事前に住宅の状況

や健康状態等を確認してもらい、避難者の状況に応じた適切な行動をお願いし

ます。 
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３ 感染が疑われる避難者等の案内 

(1) 保健師又は職員の「健康チェックシート（問診用）」による問診により、感染が疑

われる避難者等については、自家用車又は専用スペースに移動してもらい、その

場所で「避難者名簿」の記入をお願いします。 

(2) 問診所で確認した感染が疑われる避難者等を可能な限り別経路で「専用スペース」

に誘導します。「専用スペース」が確保できない場合には、「自家用車」での避難

をお願いします。 

(3) 市職員や施設職員、ボランティアなど（以下、「市職員等」という。）は、必要が

ない場合は専用スペースに立ち入らないようにし、専用スペースで活動する人を

限定し、感染拡大防止に努めます。 

 

 

４ 感染が疑われる避難者等の定期的な健康観察の実施 

定期的に検温して体温を記録するほか、「健康チェックシート（避難者本人記載用）」

により、体調について毎日記録します。 

 

 

５ 感染が疑われる場合の連絡要領 

(1) 避難者が問診により新型コロナウイルスの感染が疑われる場合は、下記のとおり

連絡します。 

 保健師は「保健センター」へ、市職員は「災害対策本部」へ、それぞれ状況

を報告し、指示を仰ぐ。（指示があるまで、避難者は専用スペース又は自家

用車で待機してもらう。） 

(2) 感染が疑われる避難者に対し、災害対策本部からの指示内容を伝達し、かかりつ

け病院等の医療機関に本人から電話連絡の上、受診をお願いします。 

(3) 医療機関からの受診結果の連絡により、医療機関等から指示された施設への移動

又は感染が疑われる避難者等の専用スペースや自家用車へ移動してもらいます。 
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■ 避難者の滞在スペースと振り分け（例） 
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(1) 専用スペースと一般スペースの間には境界線を設け、避難者が行き来しないよう

にします。（衝立表示又は床に×表示を行う。） 

(2) 可能な限り出入口・トイレ・手洗い場などを分け、専用スペースの避難者と一般

の避難者の動線が交わらないようにします。 

 

 

 

 
       Ａ・Ｂ専用通路            Ｃ・要配慮者専用通路 

 

 

 

 

 

 

 

■ 専用スペースの配置（例） 
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■ 健康チェックシート（問診用） 
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■ 健康チェックシート（避難者本人記載用） 
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第４ 避難所の感染防止対策 

 

 

 

 

１ 避難時に持ち出す衛生用品等の各家庭での準備 

 マスク、手洗い用石けん、アルコール手指消毒剤や体温計など、避難所や親戚・知

人宅等に避難する時にいつでも持ち出せるよう、各世帯に準備を呼びかけます。 

 

２ 避難所でのマスク着用、手洗い、咳エチケットの徹底 

(1) 避難者はマスクを着用します。マスクのない避難者には、避難所用に準備してい

るマスクを配布します。（ただし、数量には限りがあります。） 

(2) 手洗いや咳エチケットを呼びかけるポスターなどを活用し、こまめな手洗いを呼

びかけます。また、断水している場合は、アルコール手指消毒剤を活用します。 

 

３ 市職員等の感染防止 

(1) 避難所運営に携わる市職員等は、避難所内ではマスクを常時着用し、こまめな手

洗いや手指消毒を励行します。 

(2) 感染が疑われる避難者等の専用スペースにむやみに立ち入らないようにし、専用

スペースで活動する従事者も最低限にします。感染が疑われる避難者等の専用ス

ペースに立ち入る場合には、Ｎ９５マスクやフェイスシールド、防護服を着用し

ます。 

(3) 食料や物資等を配布するときは、避難者が配布場所から各自受け取るようにし、

配布場所が密にならないように注意します。また、各専用スペースの避難者への

配布場所も設置し、専用エリアから出ないようにします。感染が疑われる避難者

等の車中避難については、防護服を着用した市職員等が配布します。 

 

４ 避難所内の換気と清掃の徹底 

(1) 室内の換気は常時もしくは頻繁（1時間に２回５分から１０分程度）に行います。 

(2) ごみは世帯ごとに小さな袋にまとめて排出するように呼びかけ、特に使用後のマ

スクやティッシュ等のごみは袋に入れ、空気を抜き密封して排出します。 

(3) ごみ出しや、回収作業の後は、必ず手洗い・手指の消毒を行います。 

(4) 滞在スペースや共用部分は、消毒と併せ毎日清掃を行います。 

● 多くの人が滞在・生活する避難所は、感染症が広がりやすい場所です。避難者

も市職員等も、マスクの着用やこまめな手洗い・うがいを励行するとともに、

定期的に施設内の消毒を行うなど感染を予防します。 

● 避難所内が密閉した空間にならないよう、各部屋をこまめに換気します。 
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第５ 避難所の消毒 

 

 

 

 

１ 施設内の消毒 

(1) 消毒液を使い、よく手を触れる場所（テーブル、イス、手すり、ドアノブなど）

を中心に、床や窓を含めこまめに拭き掃除をします。 

 ※塩素系漂白剤を使用する時には、手袋を着用しましょう。 

 ※手指の消毒には使えません。 

(2) 滞在スペースの清掃時にも、消毒を行うよう心掛けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難所の閉鎖時の消毒 

(1) 避難所になった施設の児童生徒や利用者、職員の安全を守るため、使用した部屋

や共用部分は十分な換気を行い、市職員や施設管理者が中心となり、消毒を行い

ます。 

(2) 消毒作業は、塩素系漂白剤を希釈した消毒液を使い、ふき取りにより行います。 

● 避難所内のよく手を触れる場所を中心に、こまめに消毒を行い、接触による感

染を予防します。 

● 避難所を閉鎖するときは、使用した場所の消毒を行います。 


